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(57)【要約】
【課題】良好な液密性及び着脱性を確保しながら、注出
口を流動体パウチに着脱可能に設ける。
【解決手段】本願発明に係る流動体収容容器に取り付け
る着脱式注出口11は、流動体が収容される流動体収容容
器（例えば流動体パウチ１）の出口部分となる注出口装
着部５に挿入される注出口本体12と、この注出口本体12
に形成されて流動体収容容器の収容室４内部を外部に連
通させる注出通路14と、注出口本体12の周囲に環装され
、注出口装着部５の内側で拡径して注出口本体12と注出
口装着部５との間を液密にシールすると共に注出口本体
12を注出口装着部５に固定する拡径シール手段(26，28)
とを備えてなることを特徴とする。
【選択図】　図10
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
流動体が収容される流動体収容容器の出口部分となる注出口装着部に挿入される注出口本
体と、
　前記注出口本体に形成されて前記流動体収容容器の収容室内部を外部に連通させる注出
通路と、
　前記注出口本体の周囲に環装され、前記注出口装着部の内側で拡径して前記注出口本体
と前記注出口装着部との間を液密にシールすると共に前記注出口本体を前記注出口装着部
に固定する拡径シール手段と、
を備えてなることを特徴とする流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口。
【請求項２】
前記拡径シール手段は、
　前記注出口本体の外周に環装された弾性材料でなる密閉部材と、
　前記密閉部材を前記注出口本体の軸方向に圧縮変形させてその外径を拡径させ、前記密
閉部材の外周面を前記注出口装着部の内周面に圧接させる拡径機構部と、
を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出
口。
【請求項３】
　前記拡径機構部に、所定角度の回動により前記密閉部材を軸方向に押圧可能なカムレバ
ーを設けたことを特徴とする請求項２に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口
。
【請求項４】
　前記流動体収容容器が、樹脂シート状素材を重ね合わせてその周囲を接合したパウチ状
である場合に、前記注出口本体の先端に、前記注出口装着部を形成する二枚のシート状素
材の間へ挿入されるガイド部を設けたことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の
流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口。
【請求項５】
　前記注出通路の外端を密閉するキャップを設けたことを特徴とする請求項１乃至４の何
れかに記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口。
【請求項６】
　請求項１乃至５に記載の着脱式注出口と、この着脱式注出口が装着される流動体収容容
器の出口部分となる注出口装着部との少なくとも一方に、前記着脱式注出口の注出口本体
を前記注出口装着部に適正な深さで挿入させる挿入深さ決定手段を設けたことを特徴とす
る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器。
【請求項７】
　前記挿入深さ決定手段は、前記注出口本体に設けた、前記注出口装着部の内部側に向か
って縮径する雄テーパー部と、前記注出口装着部に設けた、前記注出口装着部の内部側に
向かって縮径する雌テーパー部とを備えて構成され、前記雄テーパー部の最大外径を前記
雌テーパー部の最小内径よりも大きく設定し、前記雄テーパー部が前記雌テーパー部の中
で行き詰まった位置が前記注出口本体の適正な挿入深さとなるようにしたことを特徴とす
る請求項６に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器。
【請求項８】
　前記挿入深さ決定手段は、前記注出口本体が前記注出口装着部に適正な深さで挿入され
た時点で前記注出口装着部の先端に当接するよう、前記注出口本体に設けられた突起状ス
トッパーであることを特徴とする請求項６に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注
出口および流動体収容容器。
【請求項９】
　請求項１乃至８に記載の流動体収容容器は、樹脂シート状素材を重ね合わせてその周囲
を接合したパウチ状であり、前記樹脂シート状素材は、一方向にのみ引き裂き可能な直線
カット性を持ち、前記流動体収容容器の製造時において、その出口部分となる注出口装着
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部の先端は閉塞されており、この注出口装着部を開封する方向と前記シート状素材の引き
裂き方向とを合致させた上、前記流動体収容容器の一側辺に、前記注出口装着部の先端を
カットするカットラインの起点となるカットポイントを設けたことを特徴とする流動体収
容容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液状医薬品類及び流動性食品ならびに飲料等の流動体を収容するパウチ等の
流動体収容容器に着脱可能に取り付けられる、流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口
および流動体収容容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、流動体を包装するための、注出口を備えたパウチ状の容器としては、特許文献１
に示されるように、軟質な樹脂シート片を熱溶着して袋状の収容室を形成し、この収容室
の縁部に、樹脂シート片の内面と熱溶着性を有する樹脂材料から形成された注出口（スパ
ウト）が熱溶着されて取り付けられたものが知られている。
【特許文献１】特開２００１－２４５６３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述のように、注出口が予めパウチ状容器に熱溶着されているため、注
出口の形状が一種類に限られてしまい、例えば医療現場で用いられている胃瘻用カテーテ
ルのような専用形状のチューブ器具を接続することができない。かといって、カテーテル
等に接続できる専用形状の注出口をパウチ状容器に熱溶着してしまったのでは、他の用途
に転用が効かなくなる上に、高い寸法精度を要求される医療用の注出口をパウチ状容器に
一体化させることにより、パウチ状容器の製造コストが著しく高くなるという難点がある
。
【０００４】
　好ましいのは、各専門分野での用途に適合した専用形状の注出口をパウチ状容器に着脱
可能に取り付けることであるが、液密性や着脱性の面で困難である上に、パウチ状容器の
形状が複雑化してしまうことが予想され、未だ実用化に達した例は無い。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解消すべくなされたもので、良好な液密性及び着脱性を確保し
ながら、パウチ状を始めとする各種の形状の容器に着脱可能に設けることのできる、流動
体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口は
、流動体が収容される流動体収容容器の出口部分となる注出口装着部に挿入される注出口
本体と、前記注出口本体に形成されて前記流動体収容容器の収容室内部を外部に連通させ
る注出通路と、前記注出口本体の周囲に環装され、前記注出口装着部の内側で拡径して前
記注出口本体と前記注出口装着部との間を液密にシールすると共に前記注出口本体を前記
注出口装着部に固定する拡径シール手段とを備えてなることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口は、請求項１の構成に加え、
前記拡径シール手段が、前記注出口本体の外周に環装された弾性材料でなる密閉部材と、
前記密閉部材を前記注出口本体の軸方向に圧縮変形させてその外径を拡径させ、前記密閉
部材の外周面を前記注出口装着部の内周面に圧接させる拡径機構部とを備えてなることを
特徴とする。
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【０００８】
　請求項３に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口は、請求項２の構成に加え、
前記拡径機構部に、所定角度の回動により前記密閉部材を軸方向に押圧可能なカムレバー
を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口は、請求項１乃至３の何れか
の構成に加え、前記流動体収容容器が、樹脂シート状素材を重ね合わせてその周囲を接合
したパウチ状である場合に、前記注出口本体の先端に、前記注出口装着部を形成する二枚
のシート状素材の間へ挿入されるガイド部を設けたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口は、請求項１乃至４の何れか
の構成に加え、前記注出通路の外端を密閉するキャップを設けたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項６に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器は、請
求項１乃至５に記載の着脱式注出口と、この着脱式注出口が装着される流動体収容容器の
出口部分となる注出口装着部との少なくとも一方に、前記着脱式注出口の注出口本体を前
記注出口装着部に適正な深さで挿入させる挿入深さ決定手段を設けたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項７に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器は、請
求項６の構成に加え、前記挿入深さ決定手段が、前記注出口本体に設けた、前記注出口装
着部の内部側に向かって縮径する雄テーパー部と、前記注出口装着部に設けた、前記注出
口装着部の内部側に向かって縮径する雌テーパー部とを備えて構成され、前記雄テーパー
部の最大外径を前記雌テーパー部の最小内径よりも大きく設定し、前記雄テーパー部が前
記雌テーパー部の中で行き詰まった位置が前記注出口本体の適正な挿入深さとなるように
したことを特徴とする。
【００１３】
　請求項８に係る流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容容器は、請
求項６の構成に加え、前記挿入深さ決定手段が、前記注出口本体が前記注出口装着部に適
正な深さで挿入された時点で前記注出口装着部の先端に当接するよう、前記注出口本体に
設けられた突起状ストッパーであることを特徴とする。
【００１４】
　請求項９に係る流動体収容容器は、請求項１乃至８に記載の流動体収容容器が、樹脂シ
ート状素材を重ね合わせてその周囲を接合したパウチ状であり、前記樹脂シート状素材は
、一方向にのみ引き裂き可能な直線カット性を持ち、前記流動体収容容器の製造時におい
て、その出口部分となる注出口装着部の先端は閉塞されており、この注出口装着部を開封
する方向と前記シート状素材の引き裂き方向とを合致させた上、前記流動体収容容器の一
側辺に、前記注出口装着部の先端をカットするカットラインの起点となるカットポイント
を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口によれば、流動体収容容器
の注出口装着部に注出口を着脱可能に設け、且つこの注出口に良好な液密性及び着脱性を
付与することができる。
【００１６】
　請求項２に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口によれば、請求項１の構成
による効果に加え、簡素な構造によって注出口本体と注出口装着部との間を液密にシール
するとともに、注出口と注出口装着部との間を確実に固定することができる。
【００１７】
　請求項３、４に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口によれば、注出口装着
部に対する注出口の着脱性を向上させることができる。
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【００１８】
　請求項５に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口によれば、注出口装着部に
注出口を装着した状態で注出通路を密閉できるため、注出口の液密性と衛生性を確保する
ことができる。
【００１９】
　請求項６、７、８に記載の流動体収容容器に取り付ける着脱式注出口および流動体収容
容器によれば、注出口装着部に対する注出口の着脱性を向上させることができる。
【００２０】
　請求項９に記載の流動体収容容器によれば、注出口装着部に対する注出口の着脱性を向
上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
［発明の実施の形態１］
【００２２】
　図１は、この発明の実施の形態１に係る流動体収容容器の一例を示す流動体パウチの正
面図である。この流動体パウチ１は、二枚の樹脂シート状素材が重ね合わせられ、その周
囲に設けた接合代３の部分が熱溶着等により剥離不能に接合され、接合代３の内周側の範
囲が袋状の収容室４とされている。また、収容室４に連通する筒状の注出口装着部５も形
成されている。注出口装着部５の形状は収容室４に向かって縮径する円錐筒状である。
【００２３】
　この流動体パウチ１の製造時において、注出口装着部５の先端は接合代３によって閉塞
されている。接合代３の四辺のうち、例えば下側の辺を除く他の三辺は先に接合され、次
に液状医薬品類及び流動性食品、飲料等の流動体が収容室４に充填され、最後に接合代３
の下側の辺が接合される。
【００２４】
　流動体パウチ１を形成する樹脂シート状素材は、一方向にのみ引き裂き可能な直線カッ
ト性を持ち、その引き裂き方向Ｔと、注出口装着部５を開封する方向とが合致している。
即ち、注出口装着部５を開封する方向は、図１に向かって左右方向であり、流動体パウチ
１の引き裂き方向Ｔも同じ方向とされている。そして、流動体パウチ１の上縁に平行して
注出口装着部５の先端をカットするカットライン７が表示され、流動体パウチ１の一側辺
には、カットライン７の起点となるカットポイント８が例えばスリット状に設けられてい
る。
【００２５】
　このため、カットポイント８から流動体パウチ１を引き裂くことにより、流動体パウチ
１がカットライン７沿いに切断されて図２に示すように注出口装着部５の先端が開封され
る。なお、流動体パウチ１の下縁部付近には、流動体パウチ１を吊り下げるための吊り下
げ孔９が穿設されている。
【００２６】
　図３～図９は、流動体パウチ１の注出口装着部５に着脱可能に装着される注出口11の構
成を示している。
【００２７】
　この注出口11は、注出口装着部５に挿入される略円筒状の注出口本体12を主体にしてい
る。この注出口本体12は、例えば透明で強靭なポリカーボネート樹脂を素材にしており、
その軸心に沿って注出通路14が形成されている。この注出通路14は流動体パウチ１の収容
室４を外部に連通させる直線管路である。
【００２８】
　注出口本体12の中間部には外径が拡大されたレバー取付ボス16が形成され、それよりも
上部がノズル部17、下部が挿入部18となっている。ノズル部17は例えば先細の円錐筒形状
であり、挿入部18は外径が一定の円筒形状である。
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【００２９】
　ノズル部17の根元部分と、挿入部18の下端部分とには、それぞれ雄ネジ19，20が形成さ
れている。雄ネジ19にはキャップ22が螺合されることにより注出通路14の外端が密閉され
る。雄ネジ20は、その基本外径が挿入部18に対して小さくされ、これにより段差部23が形
成されている（図５参照）。
【００３０】
　また、レバー取付ボス16の側面には、径方向に対向する２つのビス孔24が形成されてい
る。これらのビス孔24は貫通孔ではなく、注出通路14に連通していない。
【００３１】
　さらに、注出口本体12には拡径シール手段を構成する密閉部材としてのシールブッシュ
26と拡径機構部28とが設けられる。拡径機構部28は、例えばワッシャー30と、押圧ブッシ
ュ31と、インサートヘッド32と、カムレバー33と、補強クランプ34と、２個のビス35とを
備えて構成されている。
【００３２】
　密閉部材であるシールブッシュ26は、例えばシリコンゴム等の柔軟な弾性材料により円
筒形状に形成されている。また、ワッシャー30は金属製であり、押圧ブッシュ31とインサ
ートヘッド32は注出口本体12と同じくポリカーボネート樹脂等の硬質樹脂で形成されてい
る。シールブッシュ26とワッシャー30と押圧ブッシュ31は、その内径寸法が注出口本体12
の挿入部18に対してスムーズかつ密に装着可能な寸法に設定され、外径寸法は三部材26，
30，31とも同一寸法に設定されている。
【００３３】
　図５、図８、図９に示すように、インサートヘッド32は、その基部37が下方に向かって
縮径される円錐形状であり、この基部37上端の外径がシールブッシュ26、ワッシャー30、
押圧ブッシュ31の外径に等しい。基部37には雌ネジ38と開口部39と舌片状のガイドプレー
ト40とが設けられている。ガイドプレート40は開口部39を跨ぐ略Ｕ字形状に形成されてい
るために開口部39を閉塞しない。また、ガイドプレート40の先端には楔状に肉厚が薄くな
るエッジ部41が形成されている。
【００３４】
　注出口本体12の挿入部18には、ワッシャー30、押圧ブッシュ31、シールブッシュ26が順
に環装され、最後に雄ネジ20にインサートヘッド32の雌ネジ38が螺合され、インサートヘ
ッド32が段差部23に突き当たるまで締め込まれる。インサートヘッド32が雄ネジ20に螺合
されても、インサートヘッド32の開口部39を経て注出口本体12の注出通路14が下方に開通
する。
【００３５】
　注出口本体12にインサートヘッド32が締め付けられると、ワッシャー30、押圧ブッシュ
31、シールブッシュ26が注出口本体12の軸方向に移動することができなくなる。なお、シ
ールブッシュ26を間に挟んで押圧ブッシュ31が可動側押圧部材となり、インサートヘッド
32が固定側押圧部材となる。
【００３６】
　一方、図５に示すように、カムレバー33は、基部44と、この基部44から略Ｌ字状に延び
るレバー部45とを備え、基部44にはビス孔46が穿設されるとともに、このビス孔46の中心
から寸法Ｘ離れた開放カム面47ａと、ビス孔46の中心から寸法Ｙ離れた閉塞カム面47ｂと
が90度の相対角度をなして形成されている。寸法Ｘと寸法Ｙの関係はＸ＜Ｙである。また
、補強クランプ34は略コの字形状であり両側面にビス孔49を有する。
【００３７】
　図６に示すように、注出口本体12のレバー取付ボス16にカムレバー33の基部44があてが
われ、それを外側から挟むように補強クランプ34が設けられ、さらにその外側からビス35
が締め込まれる。ビス35は、補強クランプ34のビス孔49とカムレバー33のビス孔46とを貫
通してレバー取付ボス16のビス孔24に締結される。なお、ビス35が締結される雌ネジは、
レバー取付ボス16のビス孔24に形成しても、補強クランプ34のビス孔49に形成してもよい
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。金属部品である補強クランプ34のビス孔49に雌ネジを形成すれば、樹脂部品であるレバ
ー取付ボス16（注出口本体12）のビス孔24に雌ネジを形成するよりも、雌ネジの強度を向
上させることができる。
【００３８】
　カムレバー33は、ビス35を支軸にして、図３に示す開放位置33ａと、図４に示す閉塞位
置33ｂとの間で90度回動し、開放位置33ａではカムレバー33の開放カム面47ａがワッシャ
ー30に当接し、閉塞位置33ｂでは閉塞カム面47ｂがワッシャー30に当接する。
【００３９】
　カムレバー33が開放位置33ａにある時は、開放カム面47ａからワッシャー30へは押圧力
が作用しないが、カムレバー33が開放位置33ａから閉塞位置33ｂに回動すると、ビス35の
軸心から開放カム面47ａまでの寸法Ｘよりも閉塞カム面47ｂまでの寸法Ｙの方が大きいこ
とから、寸法Ｙから寸法Ｘを差し引いた分だけワッシャー30が押圧され、ワッシャー30と
押圧ブッシュ31とがインサートヘッド32側に移動する。
【００４０】
　一方、インサートヘッド32は注出口本体12に固定されているため、押圧ブッシュ31とイ
ンサートヘッド32との間に挟まれたシールブッシュ26が軸方向に圧縮変形し、シールブッ
シュ26の外径が拡径される。この時、閉塞位置33ｂに回動したカムレバー33のレバー部45
は、注出口本体12の軸方向に対して平行になり、注出口本体12の近傍に位置する。
【００４１】
　図10に示すように、注出口11は、カムレバー33が開放位置33ａに置かれた状態で流動体
パウチ１の注出口装着部５に挿入される。この挿入時、インサートヘッド32の先端に設け
られたガイドプレート40（エッジ部41）を、流動体パウチ１を形成する二枚の樹脂シート
状素材の間に挿し込むことにより、注出口11を非常に容易に注出口装着部５に挿入するこ
とができる。このように、ガイドプレート40は、注出口11を注出口装着部５に挿入し易く
するガイド部として機能する。
【００４２】
　前述のように、インサートヘッド32の基部37は流動体パウチ１の収容室４側に向かって
縮径される円錐形状であり、注出口装着部５の形状は同じく収容室４に向かって縮径する
円錐筒状である。図10に示すように、インサートヘッド32の基部37の外周面をなす雄テー
パー部51と、注出口装着部５の内周面をなす雌テーパー部52とにより、注出口11を注出口
装着部５に適正な深さで挿入させる挿入深さ決定手段が構成されている。
【００４３】
　即ち、雄テーパー部51の最大外径Ｄ１が、雌テーパー部52の最小内径Ｄ２よりも大きく
設定されており、雄テーパー部51が雌テーパー部52の中で行き詰まった位置が注出口11の
適正な挿入深さとなるように最大外径Ｄ１と最小内径Ｄ２の寸法が予め設定されている。
これにより、注出口装着部５に対して注出口11を深く挿入し過ぎたり、挿入し足りなくな
ることが防止され、注出口11の着脱性を良好にすることができる。
【００４４】
　しかも、注出口11を注出口装着部５に挿入した際に、雄テーパー部51と雌テーパー部52
とをやや強めに嵌合させることにより、注出口11を注出口装着部５に楔結合させて仮止め
することができるため、後述するカムレバー33の回動操作をする時に注出口11と注出口装
着部５とが離脱することを防止でき、これにより注出口11の装着作業性を非常に良くする
ことができる。
【００４５】
　そして次に、図11に示すように、注出口11のカムレバー33を閉塞位置33ｂに回動させる
と、先述したようにカムレバー33の閉塞カム面47ｂからワッシャー30に押圧力が働き、こ
の押圧力が押圧ブッシュ31を経てシールブッシュ26に加わり、シールブッシュ26が注出口
装着部５の内側で軸方向に弾性変形してその外径が拡径する。このため、シールブッシュ
26の外周面が注出口装着部５の内周面に圧接され、これによって注出口11と注出口装着部
５との間が液密にシールされると共に、注出口11が注出口装着部５に固定される。
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【００４６】
　注出口装着部５の強度およびシールブッシュ26の拡径量は、シールブッシュ26が拡径し
た時に注出口装着部５が裂けたり、注出口装着部５の両側にて接合代３が剥離するといっ
たことがないように適宜設定する必要がある。なお、図11ではカムレバー33の回動軸（ビ
ス35）の軸方向が流動体パウチ１の面方向に対して直交しているが、これは図を見やすく
するためであり、実際にはカムレバー33の開同軸方向を流動体パウチ１の面方向に対して
平行にし、閉塞位置33ｂに回動させたカムレバー33が流動体パウチ１に干渉しないように
した方がよい。
【００４７】
　このように注出口11が取り付けられた流動体パウチ１の収容室４に貯留された流動体状
の内容物は、注出口11の注出通路14からノズル部17を経て外部に注出される。また、ノズ
ル部17にキャップ22を装着することにより、内容物の流出を止めると共に、流動体パウチ
１の内部を外部に対して密閉し、衛生性を保つことができる。
【００４８】
　使用を終えて流動体パウチ１から取り外した注出口11は、その注出口本体12からインサ
ートヘッド32を緩めて取り外し、シールブッシュ26と押圧ブッシュ31とワッシャー30とを
抜き取ると共に、ビスを緩めてカムレバー33と補強クランプ34を取り外すことにより、簡
単に分解して洗浄することができ、衛生状態を良好に保つことができる。
【００４９】
　以上のように、この流動体パウチ１および注出口11によれば、非常に簡素な構造によっ
て、良好な液密性及び着脱性を確保しながら、注出口11を流動体パウチ１に着脱可能に設
けることができ、これにより、流動体パウチ１の製造コストを上昇させることなく、注出
口11のノズル部17に専用形状を付与し、医療現場等での専門分野に適合させることができ
る。つまり、ノズル部17の形状は本実施形態の形状に限定されず、他の形状としても構わ
ない。
【００５０】
　また、拡径機構部28をカムレバー33で操作するようにしたことや、注出口11を注出口装
着部５に適正な深さで挿入させる挿入深さ決定手段（雄テーパー部51及び雌テーパー部52
）を設けたこと、さらに注出口装着部５への挿入を容易にするガイドプレート40を注出口
11（インサートヘッド32）に設けたこと、そして流動体パウチ１を形成する樹脂シート状
素材に一方向にのみ引き裂き可能な直線カット性を持たせ、注出口装着部５を開封する方
向と樹脂シート状素材の引き裂き方向Ｔとを合致させて注出口装着部５の開封を容易にし
たこと等から、注出口装着部５に対する注出口11の着脱性をより向上させることができる
。
［発明の実施の形態２］
【００５１】
　図12は、この発明の実施の形態２に係る流動体パウチと注出口とを示す正面図である。
ここで、流動体パウチ１の構成は実施の形態１のものと同様であり、注出口61は、その注
出口本体62と拡径機構部63の構成以外は実施の形態１と同様であるため、それらの部分に
は同じ符号を付して説明を省略する。
【００５２】
　注出口61の拡径機構部63は、樹脂製の注出口本体62の外周面に形成された雄ネジ64と、
この雄ネジ64に螺合される樹脂製の押圧ブッシュ65と、金属製のワッシャー30と、注出口
本体62の下端に螺合される樹脂製のインサートヘッド32とを備えて構成されている。密閉
部材であるシールブッシュ26と、ワッシャー30及びインサートヘッド32は実施の形態１に
示す同符号の部材と同じものである。
【００５３】
　押圧ブッシュ65には外径の大きなダイヤル部66が一体に設けられ、このダイヤル部66を
手で回転させることにより、押圧ブッシュ65を注出口本体62の軸方向に移動させることが
できる。ここではシールブッシュ26を間に挟んで押圧ブッシュ65が可動側押圧部材となり
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、インサートヘッド32が固定側押圧部材となる。
【００５４】
　図12に示すように、この注出口61を流動体パウチ１の注出口装着部５に適正な深さまで
挿入し、一方の手で注出口装着部５の上からシールブッシュ26を保持しながら、他方の手
でダイヤル部66を回転させ、押圧ブッシュ65をシールブッシュ26側に移動させると、実施
の形態１の場合と同様にシールブッシュ26が軸方向に圧縮変形して外径が拡径し、シール
ブッシュ26の外周面が注出口装着部５の内周面に圧接されて注出口61と注出口装着部５と
の間が液密にシールされると共に、注出口61が注出口装着部５に固定される（図13参照）
。
【００５５】
　樹脂製の押圧ブッシュ65とシリコンゴム等の弾性材料でなるシールブッシュ26との間に
金属製のワッシャー30を介装したことにより、押圧ブッシュ65にシールブッシュ26の粘性
による摩擦力がブレーキとして作用することがなくなり、押圧ブッシュ65の回転をスムー
ズにすることができる。なお、雄ネジ64の上端部は押圧ブッシュ65の上面から十分に突出
する長さに形成されており、この雄ネジ64の突出した部分に、図３、図４に示すキャップ
22をそのまま螺合して注出通路14の外端を密閉することができる。
【００５６】
　このような拡径機構部63を構成することにより、ワッシャー30以外の部品を全て非金属
製にして注出口61全体の製造コストを実施の形態１の注出口11よりも大幅に安くすると共
に、注出口61の分解、組立作業性及び洗浄性等を大きく向上させることができる。
［発明の実施の形態３］
【００５７】
　図14は、この発明の実施の形態３に係る流動体パウチと注出口とを示す正面図である。
ここで、注出口71は、その押圧ブッシュ72以外の部分の構成は実施の形態１と同様であり
、流動体パウチ73は、その注出口装着部74以外の部分の構成は実施の形態１と同様である
ため、それらの部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【００５８】
　注出口71の押圧ブッシュ72には、実施の形態１とは異なる形態の挿入深さ決定手段とな
る突起状ストッパー75が設けられている。この突起状ストッパー75は、例えば薄い円板形
のフランジ（鍔）状に形成されている。一方、流動体パウチ73の注出口装着部74は、実施
の形態１における注出口装着部５のように収容室４に向かって縮径する円錐筒状ではなく
、内径が一定な円筒状となっている。
【００５９】
　注出口71の突起状ストッパー75の位置は、注出口71が注出口装着部74に適正な深さで挿
入された時点で注出口装着部74の先端に当接するように位置付けられている。突起状スト
ッパー75の形状は、円板形でなくても良く、例えば突起状、舌片状等、他の形状も考えれ
らる。
【００６０】
　突起状ストッパー75が注出口装着部74の先端に当接するまで注出口71を注出口装着部74
に挿入し、この位置でカムレバー33を閉塞位置33ｂに回動させると、実施の形態１の場合
と同様に、押圧ブッシュ72がシールブッシュ26を軸方向に押圧して圧縮変形させ、これに
よりシールブッシュ26の外径が拡径してその外周面が注出口装着部74の内周面に圧接され
、注出口71と注出口装着部74との間が液密にシールされると共に、注出口71が注出口装着
部74に固定される。
【００６１】
　これにより、注出口71を適正な深さで注出口装着部74に挿入することができ、注出口71
の着脱性を良好にすることができる。
［発明の実施の形態４］
【００６２】
　図15は、この発明の実施の形態４に係る流動体パウチを示す正面図である。この流動体
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パウチ81では、注出口装着部82又は83を流動体パウチ81の中心線81ａに対して左又は右に
偏倚させて設けている。注出口装着部82では、その中心線82ａが中心線81ａに平行になっ
ているが、注出口装着部83では、その中心線83ａが中心線81ａに対して斜めにされ、中心
線83ａが流動体パウチ81の対角線にほぼ沿っている。このように、注出口装着部82，83の
位置及び方向は、流動体パウチ81の使用状況によって適宜設定することができる。
［発明の実施の形態５］
【００６３】
　図16は、この発明の実施の形態５に係る流動体パウチを示す正面図である。この流動体
パウチ91では、前出の流動体パウチ１，73，81のように、二枚の樹脂シート状素材を重ね
合わせて接合するのではなく、一枚の樹脂シート状素材を二つ折りにして、その折曲部92
を除いた残り三片を接合代93とすることによって収容室94を形成している。そして、折曲
部92の上端に注出口装着部95が設けられている。
【００６４】
　このように形成した流動体パウチ91によれば、樹脂シート状素材の接合代93が注出口装
着部95の片側にしか存在しないため、前述の注出口11，61，71を取り付けた際に、シール
ブッシュ26の拡径により接合代93が剥離する可能性を低くし、流動体パウチ91の強度的な
信頼性を高めることができる。
【００６５】
　なお、上記実施の形態１～５では、流動体収容容器の例として流動体パウチ１，73，81
，91を示したが、パウチ状に限らず、瓶状や缶状といった他の形態の流動体収容容器に、
先述の注出口11，61，71を装着してもよい。
【００６６】
　また、瓶状や缶状といった他形状の流動体収容容器の場合でも、その注出口装着部に雌
テーパー部を設け、注出口11，61側に設けた雄テーパー部51と共に挿入深さ決定手段を構
成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る流動体収容容器の一例を示す流動体パウチの正面図
である。
【図２】同実施の形態１に係る流動体パウチの注出口装着部の先端が開封された状態を示
す正面図である。
【図３】同実施の形態１に係る注出口のカムレバーが開放位置に置かれた状態を示す正面
図である。
【図４】同実施の形態１に係る注出口のカムレバーが閉塞位置に置かれた状態を示す正面
図である。
【図５】同実施の形態１に係る注出口の分解図である。
【図６】同実施の形態１に係る図３のVI矢視による注出口の平面図である。
【図７】同実施の形態１に係る補強クランプとカムレバーを示す平面図である。
【図８】同実施の形態１に係る図３のVIII矢視によるインサートヘッドの側面図である。
【図９】同実施の形態１に係る図８のIX矢視によるインサートヘッドの下面図である。
【図１０】同実施の形態１に係る流動体パウチと注出口の正面図であり、カムレバーが開
放位置に置かれた注出口が注出口装着部に挿入された状態を示す図である。
【図１１】同実施の形態１に係る流動体パウチと注出口の正面図であり、カムレバーが閉
塞位置に置かれた状態を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る流動体パウチと注出口の正面図であり、注出口が
注出口装着部に挿入された状態を示す図である。
【図１３】同実施の形態２に係る流動体パウチと注出口の正面図であり、シールブッシュ
の外径が拡径して注出口が注出口装着部に固定された状態を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態３に係る流動体パウチと注出口の正面図であり、注出口が
注出口装着部に挿入された状態を示す図である。



(11) JP 2010-23901 A 2010.2.4

10

20

【図１５】本発明の実施の形態４に係る流動体パウチを示す正面図である。
【図１６】本発明の実施の形態５に係る流動体パウチを示す正面図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　流動体収容容器の一例である流動体パウチ
　３　接合代
　４　収容室
　５　注出口装着部
　７　カットライン
　８　カットポイント
　11　注出口
　14　注出通路
　22　キャップ
　26　拡径シール手段を構成する密閉部材としてのシールブッシュ
　28　拡径シール手段を構成する拡径機構部
　30　ワッシャー
　31　押圧ブッシュ
　32　インサートヘッド
　33　カムレバー
　34　補強クランプ
　35　ビス
　40　ガイドプレート
　51　挿入深さ決定手段を構成する雄テーパー部
　52　挿入深さ決定手段を構成する雌テーパー部
　75　挿入深さ決定手段を構成する突起状ストッパー
　D1　雄テーパー部の最大外径
　D2　雌テーパー部の最小内径
　Ｔ　シート状素材の引き裂き方向
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